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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　交流電圧入力部の交流電圧値を検知する交流電圧検知手段と、記録媒体上の未定着画像
を熱により定着させるための定着器と、該定着器の加熱部に対して電力を付与する加熱電
源とを有する画像形成装置において、
　前記画像形成装置の電源オンによる起動において、前記定着器に対する電力の付与パタ
ーンとして、第一モードと、前記第一モードで前記定着器へ供給する電力よりも低い電力
を供給し、時間の経過とともに供給する電力を高くする第二モードとの何れで起動するか
を示す情報を記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段の情報に基づいて前記第一モードまたは前記第二モードで前記画像形成装
置を起動する制御手段と、を有し、
　前記制御手段は、前記画像形成装置を前記第一モードによって起動した場合に、前記交
流電圧検知手段の検知電圧値が所定の閾値を下回ったことを検出すると、前記第二モード
で前記画像形成装置を再度起動させるとともに、前記記憶手段に前記第二のモードで起動
することを示す情報を記憶させ、前記定着器に対する電力が目標値まで到達する前に前記
交流電圧検知手段の検知電圧値が前記所定の閾値を下回ると、当該画像形成装置の起動を
停止することを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　メッセージを表示する表示部を有し、
　前記制御手段は、前記画像形成装置を前記第二モードによって起動した場合に、前記定
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着器に対する電力が目標値まで到達する前に、前記交流電圧検知手段の検知電圧値が前記
所定の閾値を下回った時には、前記表示部に当該画像形成装置が起動不能である旨を表示
させることを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記加熱電源に対して前記交流電圧入力部からの交流電圧を供給或いは遮断するための
リレーを有し、
　前記制御手段は、前記画像形成装置を前記第一モードによって起動した場合に、前記交
流電圧検知手段の検知電圧値が前記所定の閾値を下回ったことを検出すると、前記リレー
により前記加熱電源への交流電圧の供給を一旦遮断した後に、前記第二モードで前記画像
形成装置を再度起動させることを特徴とする請求項１又は２に記載の画像形成装置。
【請求項４】
　人手による操作により、前記記憶手段の情報を前記第二モードから前記第一モードに書
き換えるための書き換え手段を備え、
　前記制御手段は、前記第二モードで起動することを示す情報が記憶された後に前記書き
換え手段により前記記憶手段の情報が前記第一モードに書き換えられれば、次回の起動時
に前記画像形成装置を前記第一モードで起動させ、前記第一モードに書き換えられなけれ
ば、前記第二モードで起動させることを特徴とする請求項１に記載の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複写機などの画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、電子写真技術を用いた画像形成装置においては、記録媒体である記録紙もし
くは転写材などのシート上に転写されたトナー像をシートに定着させる定着器が設けられ
ている。
【０００３】
　この定着器は、例えば、シート上のトナーを熱により溶融させる定着ローラと、当該定
着ローラに圧接してシートを挟持する加圧ローラとを有している。定着ローラは中空状に
形成され、この定着ローラの中心軸上には、発熱体が保持手段により保持されている。該
定着ローラ内の発熱体によって発せられた熱は、定着ローラ内壁に均一に輻射され、定着
ローラの外壁の温度分布は円周方向において均一となる。定着ローラの外壁は、その温度
が定着に適した定着温度（例えば、１５０～２００℃）になるまで加熱される。この状態
で定着ローラと加圧ローラは圧接しながら互いに逆方向へ回転し、トナーが付着したシー
トを挟持する。定着ローラと加圧ローラとの圧接部において、シート上のトナーは定着ロ
ーラの熱により溶解し、両ローラから作用する圧力によりシートに定着される。
【０００４】
　近年、定着器としては、ユーザの利便性と省エネルギーの観点から、ウォームアップタ
イムが短く、電気―熱変換効率の高い加熱方式である、高周波誘導を利用した誘導加熱方
式（ＩＨ方式）の定着器が提案されている（例えば特許文献１参照）。このＩＨ方式は、
ＡＣ波形を電力に応じたパルス状に変換してコイルに印加するため、所定の消費電力にな
るように制御可能である。
【０００５】
　本体装置の起動時には、ＡＣ電源から供給される電力を可能な限り定着器に使用するこ
とで、ウォームアップタイムを短くする。画像形成中など本体装置の動作時には、記録媒
体の搬送モータやトナーを感光体や記録媒体へ転写するための高圧などでも消費するため
、定着器へは本体装置の起動時よりも低い電力を与える。但し、最低限、定着温度を維持
させるだけの電力は付与する必要がある。
【０００６】
　本体装置の最大消費電力の限界は、本体装置が接続されている商用電源の規格によって
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決まる。例えば、日本国内の一般オフィス内で用いられる１００Ｖ商用電源の取り出し口
（以下電源コンセント）は１５００Ｗである。しかしながら、屋内に配線されたケーブル
のインピーダンスによって、電流を流した場合に相応の電圧降下が発生してしまうことが
ある。大電流を流した場合には、電圧降下が大きくなり、本体装置の動作に異常が生ずる
。
【０００７】
　この問題を解決するために、例えば、特許文献２及び特許文献３に示すような手法が提
案されている。特許文献２の手法によれば、画像形成装置が第一の動作モードで動作中に
電源電圧が閾値電圧よりも降下した場合には、第一の動作モードよりも電源電流を少なく
する第二の動作モードへ切り替えるようにしている。
【０００８】
　また、特許文献３に示すような手法では、電源電圧が閾値電圧よりも降下したことを検
知した場合には、電圧降下が所定の範囲に収まるように消費電力を制御する手法が提案さ
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開昭５９－３３７８７号公報
【特許文献２】特開２００６－２９３２１２号公報
【特許文献３】特開２００７－１０２００８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、上記特許文献２及び特許文献３では、電圧降下の原因の切り分けを行う
ことができなかった。そのため、トラブル時の原因追求が困難であるだけでなく、画像形
成装置の電源環境を正確に把握し、それに対応した適切な動作を行うことができなかった
。
【００１１】
　また、電圧降下などの電源事情は、同じ電源コンセントから分岐して他の機種と電源を
併用している場合など、画像形成装置の使用環境によっても異なる。そのため、電源の電
圧降下が大き過ぎると、本体装置だけでなく、同じ電源コンセントから分岐している他の
機種においても、電源のシャットダウンなど異常な動作を引き起こす虞がある。
【００１２】
　この点について、上記特許文献２の画像形成装置では、装置の起動時には毎回、第一の
動作モードで立ち上がる。そのため、同じ電源コンセントから分岐して他の機種と電源を
併用しているなど画像形成装置の使用環境が好ましくない場合には、装置の起動の度に、
電圧降下によって上記他の機種などにおいて異常な動作を引き起こす可能性があった。
【００１３】
　本発明は上記従来の問題点に鑑み、次のような目的の画像形成装置を提供するものであ
る。即ち、電圧降下の原因の切り分けを行うことができるようにして画像形成装置の電源
環境を正確に把握し、それに対応した適切な動作を行えるようにする。
【００１４】
　また、画像形成装置が、同じ電源コンセントから分岐して他の機種と電源を併用してい
る場合などにおいて、画像形成装置の起動により他の機種に対して影響を与えることを極
力回避する。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記目的を達成するために、本発明の画像形成装置は、交流電圧入力部の交流電圧値を
検知する交流電圧検知手段と、記録媒体上の未定着画像を熱により定着させるための定着
器と、該定着器の加熱部に対して電力を付与する加熱電源とを有する画像形成装置におい
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て、前記画像形成装置の電源オンによる起動において、前記定着器に対する電力の付与パ
ターンとして、第一モードと、前記第一モードで前記定着器へ供給する電力よりも低い電
力を供給し、時間の経過とともに供給する電力を高くする第二モードとの何れで起動する
かを示す情報を記憶する記憶手段と、前記記憶手段の情報に基づいて前記第一モードまた
は前記第二モードで前記画像形成装置を起動する制御手段と、を有し、前記制御手段は、
前記画像形成装置を前記第一モードによって起動した場合に、前記交流電圧検知手段の検
知電圧値が所定の閾値を下回ったことを検出すると、前記第二モードで前記画像形成装置
を再度起動させるとともに、前記記憶手段に前記第二のモードで起動することを示す情報
を記憶させ、前記定着器に対する電力が目標値まで到達する前に前記交流電圧検知手段の
検知電圧値が前記所定の閾値を下回ると、当該画像形成装置の起動を停止することを特徴
とする。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、電源電圧降下の原因の切り分けを行うことができ、画像形成装置の電
源環境を正確に把握し、それに対応した適切な動作を行うことが可能になる。これにより
、例えば、画像形成装置のダウンタイムの低減が可能になり、生産性が向上する。さらに
、無用なサービスマンコールを回避することができる。
【００２１】
　また、画像形成装置が、同じ電源コンセントから分岐して他の機種と電源を併用してい
る場合などにおいて、画像形成装置の起動により他の機種に対して影響を与えることを極
力回避することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】実施の形態に係る画像形成装置の全体的な構成の一例を示す概略断面図である。
【図２】第一の実施の形態における定着器の電力制御系を示す回路図である。
【図３】図２中の共振制御回路１０２の動作を示す波形図である。
【図４】第一の実施の形態における正常時の起動ＡＣ電圧波形を示す波形図である。
【図５】第一の実施の形態における異常時の起動ＡＣ電圧波形を示す波形図である。
【図６】第一の実施の形態における第二モードでの立ち上げ波形を示す波形図である。
【図７】第一の実施の形態における第二モードでの立ち上げ波形を示す波形図である。
【図８】第一の実施の形態における処理を示すフローチャートである。
【図９】第二の実施の形態における定着器の電力制御系の構成を示す回路図である。
【図１０】第二の実施の形態における異常時の起動ＡＣ電流波形を示す波形図である。
【図１１】第二の実施の形態における第二モードでの立ち上げ波形を示す波形図である。
【図１２】第二の実施の形態における処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
【００２４】
　［第一の実施の形態］
　＜画像形成装置の全体的な構成＞
　図１は、本発明の実施の形態に係る画像形成装置の全体的な構成の一例を示す概略断面
図である。
【００２５】
　この画像形成装置は、記録用紙に原稿画像を出力する画像出力部１０と、原稿画像のデ
ータを読み取る画像入力部１１と、画像入力部１１の上部に配置された自動原稿送り装置
１２と、操作表示部１４とを備えている。操作表示部１４によってユーザがコピーモード
を設定するなど操作のオペレーションが可能である。また、装置内に問題が生じた場合に
は表示部１４にサービスマンコールなどが表示される。
【００２６】
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　画像出力部１０には、記録用紙が格納される、給紙段３４，３５，３６，３７が設けら
れている。記録用紙は、給紙搬送ローラ３８，３９，４０，４１，４２によって画像出力
部１０内の画像形成部へ搬送される。
【００２７】
　画像入力部１１では、原稿台に置かれた原稿に光源２１から光が照射される。光は原稿
によって反射され、その光学像がＣＣＤ２６に結像される。ＣＣＤ２６では結像された画
像が電気信号に変換され、デジタルの画像データとなる。画像データは、画像処理が施さ
れて図示しない画像メモリに格納される。
【００２８】
　画像の出力時には、前記画像メモリに格納された画像データを呼び出してデジタル信号
に基づいて光学照射部２７よりレーザービームの光信号として感光ドラム３１上に照射さ
れ、感光ドラム３１上を走査する。
【００２９】
　感光ドラム３１は、表面に有機光導電体からなる光導電層を有し、レーザービームの照
射によりその表面に静電潜像が形成される。感光ドラム３１は現像器３３からトナーを付
着させられ、これによって静電潜像が現像され、表面上にはトナーによる可視画像が形成
される。
【００３０】
　一方、記録用紙（記録媒体の一例）は、給紙部３４，３５，３６，３７から紙搬送路を
通って運ばれ、可視画像に合わせて感光ドラム３１の下側を通過する。図示しない転写帯
電器によって感光ドラム３１上の可視画像は記録用紙に転写される。未定着の可視画像を
載せた記録用紙は、定着ローラ３２と加圧ローラ４３の間に導入される。記録媒体上の未
定着画像であるトナー画像は溶着され、出力装置１０外に排出される。
【００３１】
　ここで、定着ローラ３２と加圧ローラ４３、さらに後述するサーミスタ６８で本実施の
形態におけるＩＨ加熱式の定着器が構成されている。
【００３２】
　＜第一の実施の形態における定着器の電力制御系＞
　図２は、第一の実施の形態における定着器の電力制御系を示す回路図であり、定着ロー
ラ３２を加熱するＩＨ加熱式の定着器の電力制御系を示している。
【００３３】
　本実施の形態における画像形成装置内において、ＡＣ電源は大きく２系統へ分岐される
。一つは、定着ローラ３２を加熱する誘導加熱部の制御電源である誘導加熱電源１０１で
あり、もう一つは、記録用紙の搬送や画像形成などに用いられる負荷制御用の本体負荷電
源１０６である。
【００３４】
　誘導加熱電源１０１は、ＭＯＳ－ＦＥＴである電力スイッチング素子ＴＲ１と、回路の
電力負荷である誘導加熱コイルＬ１と、誘導加熱コイルＬ１に蓄積された電力を回生させ
るフライホイールダイオードＤ５とを有している。
【００３５】
　サーミスタ６８は、定着ローラ３２の表面温度を検知する位置に配置され、その検知温
度に応じた出力Ｖｔｈ１がアナログ／デジタル変換回路（Ａ／Ｄ）１２１を介してＣＰＵ
１０５に入力されている。
【００３６】
　ＣＰＵ１０５は、温度目標値とサーミスタ６８の出力値とを比較し、その差分に応じた
出力信号を電力決定回路１０４に出力する。また、ＣＰＵ１０５は、ＲＯＭ１１１とＲＡ
Ｍ１１２にも接続され、バックアップデータの格納やＣＰＵ１０５内部で行う計算の値の
一時保存などを行う。
【００３７】
　電力決定回路１０４は、ＣＰＵ１０５の出力に従って制御信号Ｖｒｅｆをデジタル／ア
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ナログ変換回路（Ｄ／Ａ）１２２を介して、共振制御回路１０２へ出力する回路である。
さらに、制御信号Ｖｒｅｆは、共振制御回路１０２に入力されるようになっている。共振
制御回路１０２は、制御信号Ｖｒｅｆに見合ったＰＷＭ信号を発生させて電力スイッチン
グ素子ＴＲ１のゲートに出力し、電力スイッチング素子ＴＲ１をスイッチング駆動する。
【００３８】
　本実施の形態における誘導加熱電源１０１には、交流の入力電力整流用ダイオードであ
る整流素子Ｄ１～Ｄ４によって、交流電力を整流した脈流が供給される。トランスＮＦ１
及びコンデンサＣ１は、ノイズフィルタを形成している。このノイズフィルタは、電力ス
イッチング素子ＴＲ１のスイッチング周波数に対して十分な減衰量を確保し、且つ電源周
波数に対して減衰無く通過するように定数が設定されるようになっている。
【００３９】
　また、ＡＣ電圧入力部（交流電圧入力部）１００と誘導加熱電源１０１との間には、Ｃ
ＰＵ１０５によってオン／オフが制御されるＡＣリレーＲＬ１が接続されている。さらに
、ＡＣリレーＲＬ１の入力側には、誘導加熱電源１０１に入力される交流電圧値を検知す
るＡＣ電圧検知部（交流電圧検知手段）１０７が接続されている。ＡＣリレーＲＬ１の出
力側には、誘導加熱電源１０１を介して消費される電流を検知するＩＨ電流検知部１０８
が接続されている。
【００４０】
　次に、上記誘導加熱電源１０１の動作について説明する。
【００４１】
　ＡＣ電圧入力部１００に交流入力電圧ＡＣ＿ＩＮが印加されると、その交流入力電圧が
ＡＣリレーＲＬ１を介して整流素子Ｄ１～Ｄ４により整流された脈流となる。その電圧は
、トランスＮＦ１を介してコンデンサＣ１の両端に印加される。このとき、コンデンサＣ
１の両端電圧は、交流入力電圧を整流した波形となる。
【００４２】
　ＣＰＵ１０５は、サーミスタ６８の出力Ｖｔｈ１から算出される現在の定着ローラ３２
の表面温度と加熱目標温度の設定値とを比較する。そして、その差分が小さくなるように
新たな投入電力値Ｐを求め、それに準じた信号を電力決定回路１０４へ出力する。電力決
定回路１０４は、Ｄ／Ａ変換器１２２を介して電力Ｐに対応する制御信号Ｖｒｅｆを共振
制御回路１０２へ出力する。
【００４３】
　このように、誘導加熱コイルＬ１を駆動するための誘導加熱電源１０１に制御信号Ｖｒ
ｅｆ、つまり温度調節信号が入力される。その結果、誘導加熱電源１０１の出力端子、つ
まり誘導加熱コイルＬ１の両端には、周波数２０ＫＨｚ～１００ＫＨｚ程度の高周波交流
電力が発生する。
【００４４】
　以上の動作により誘導加熱コイルＬ１は交流磁界を発生させる。誘導加熱コイルＬ１に
発生した交流磁界は、フェライトコアを通じて定着ローラ３２に高周波磁束が貫通し、定
着ローラ３２内に渦電流を発生させる。その結果、定着ローラ３２内面にジュール熱が発
生することで定着ローラ３２自らが発熱する。
【００４５】
　したがって、上述の電力決定回路１０４が出力したＶｒｅｆ値によって、共振制御回路
１０２が発生するＰＷＭ信号のデューティが決定され、さらに、コイルＬ１への通電時間
が決定される。これによって、消費電力及び定着ローラ３２の発熱量も決定される。
【００４６】
　このような加熱動作によって消費される電力は、定着器では通常２００Ｗから１４００
Ｗ程度である。電力決定回路１０４は、サーミスタ６８での検知温度が目標温度に到達す
ると電力を調整しながら温度を一定に保つように制御する。消費電力の現在値は、ＡＣ電
圧検知部１０７の検知信号とＩＨ電流検知部１０８の検知信号をＣＰＵ１０５に入力し、
ＣＰＵ１０５がＲＡＭ１１２を用いて電力計算を行うことで検知される。
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【００４７】
　なお、ＣＰＵ１０５は、サーミスタ６８の温度検知信号とＡＣ電圧検知部１０７及びＩ
Ｈ電流検出部１０８の信号と無関係に出力信号を電力決定回路１０４に出力することも可
能である。例えば本体起動時などは、所定の電力で立ち上げるように出力信号を電力決定
回路１０４へ出力する。
【００４８】
　図３は、図２中の共振制御回路１０２の動作を示す波形図である。
【００４９】
　ワンショットパルス発生回路１０２ａから発生した鋸歯状のパルスＶｓａｗと参照電圧
となる制御信号Ｖｒｅｆとを比較器１０２ｂによって比較することで矩形波の出力信号で
あるＰＷＭ信号を発生する。
【００５０】
　図３中のＰｏｉｎｔ１及びＰｏｉｎｔ２のようにＶｒｅｆ値を変化させることでＰＷＭ
信号のデューティを変化させることができる。ＰＷＭ信号はスイッチＳＷ１を介して、電
力スイッチング素子ＴＲ１のゲート－ソース間に印加され、スイッチングしてドレイン電
流ＩＤが流れて誘導加熱コイルＬ１に通電する。
【００５１】
　図３の例では、Ｖｒｅｆ値を下げることによって、出力信号であるＰＷＭ信号のＨｉｇ
ｈ時間が延び、その時間分長く誘導加熱コイルＬ１に通電することになる。その結果、定
着ローラ３２の温度上昇分が上がると同時に消費電力が大きくなる。
【００５２】
　＜第一の実施の形態における第一モード＞
　次に、本実施の形態における、定着器に対する電力の付与パターンとして通常の立ち上
げモードである第一モードについて、図４及び図５等を参照して説明する。
【００５３】
　図４は、第一の実施の形態における正常時の起動ＡＣ電圧波形を示す波形図である。即
ち、通常の立ち上げモードである第一モードにおける定着器付与電力Ｗｆとその時のＡＣ
電圧検知部１０７における正常時の検知電圧値Ｖａｃを示したものである。
【００５４】
　ユーザが図示しないメインスイッチ等を操作し、画像形成装置本体を起動した時刻をＴ
ｏｎとする。時刻Ｔｏｎに画像形成装置本体の電源が立ち上がり、図２に示したようなＣ
ＰＵ１０５や、サーミスタ６８、電力決定回路１０４等が動作し始める。そして、時刻Ｔ
ｏｎから所定時間経過した時刻Ｔｓｔａｒｔに誘導加熱電源１０１を介して誘導加熱コイ
ルＬ１へ電力供給が開始される。
【００５５】
　このとき、定着器付与電力設定値Ｗｆ０は起動時に付与する電力値として予め任意に決
められた値であり、図示しないメモリによって保持されている。ＣＰＵ１０５は本体起動
後にＲＯＭ１１１内に格納されている電力値を呼び出し、その電力値相当の出力値を電力
決定回路１０４へ出力する。
【００５６】
　この起動時の定着器付与電力設定値Ｗｆ０は、本体の動作状態がスタンバイ状態になる
までのウォームアップ時間へ影響を与えるため、一般的には１２００～１３００Ｗ程度の
電力値である。なお、スタンバイ状態とは、画像形成を行っておらず、画像形成の開始指
示が入力されると直ちに画像形成を開始できる、画像形成の開始を待機している状態のこ
とである。
【００５７】
　時刻Ｔｓｔａｒｔで定着器に対して上記の電力Ｗｆ０が印加されるため、ＡＣ電圧には
変動が生じる。ＡＣ電圧の変化量は、誘導加熱電源１０１のＡＣリレーＲＬ１がオンされ
た時に、図示しないコンデンサ等への電流の流れ込みが生ずる時が一番大きくなる。その
時の電圧をＶａｃ（ｄｔｃ）とする。



(8) JP 5344569 B2 2013.11.20

10

20

30

40

50

【００５８】
　また、画像形成装置の動作保証電圧範囲の最大値をＶａｃ（ｍａｘ）、最小値をＶａｃ
（ｍｉｎ）とし、電源電圧降下が大きいと判断する閾値をＶａｃ（ｔｈ）とする。通常は
、
　　　　Ｖａｃ（ｍｉｎ）≒Ｖａｃ（ｔｈ）
とするが、装置の動作保証電圧範囲に余裕を持っている場合には、
　　　　Ｖａｃ（ｍｉｎ）＞Ｖａｃ（ｔｈ）
となって構わない。
【００５９】
　図４の例は、
　　　　Ｖａｃ（ｄｔｃ）＞Ｖａｃ（ｔｈ）
である。そのため、電源容量は十分であり、画像形成装置本体は問題なく動作することが
できる。よって、通常の起動時における定着器付与電力の印加終了時間である時刻Ｔｓｔ
ｏｐ０まで、定着器に所定の電力を付与しても構わない。
【００６０】
　図５は、第一の実施の形態における異常時の起動ＡＣ電圧波形を示す波形図である。即
ち、第一モードにおける定着器付与電力Ｗｆとその時のＡＣ電圧検知部１０７における異
常時の検知電圧Ｖａｃを示したものである。
【００６１】
　図５の例は、
　　　　Ｖａｃ（ｄｔｃ）＜Ｖａｃ（ｔｈ）
であるため、電源の電圧降下が大きいと判断し、時刻Ｔｓｔｏｐ１で画像形成装置本体の
立ち上げ動作を一旦停止する。
【００６２】
　＜第一の実施の形態における第二モード＞
　次に、第一モードにおいて画像形成装置の立ち上げ動作を一旦停止した後、再度立ち上
げる（再度起動する）第二モードについて、図６及び図７を参照して説明する。図６及び
図７は、第一の実施の形態における第二モードでの立ち上げ波形を示す波形図である。即
ち、これら図６及び図７は、上述した図５の例における第一モードの後に、第二モードで
立ち上げた場合の定着器付与電力Ｗｆとその時のＡＣ電圧検知部１０７における検知電圧
Ｖａｃを示したものである。
【００６３】
　第二モードでは、定着付与電力Ｗｆを段階的に立ち上げる。例えば図６の例では、第二
モードとして、目標電力Ｗｆ０＝Ｗｆ４まで４段階（Ｗｆ１～Ｗｆ４）の階段状に立ち上
げる例を示している。
【００６４】
　なお、本実施の形態では、第二モードでの立ち上げ方法として、階段状に立ち上げる例
を示したが、連続的に変化する立ち上げ方法であっても構わない。また、階段状であって
も本実施の形態では４段階にしているが、特に４段階と限らなくてもよい。
【００６５】
　図６の例では、図５の例における第一モードの後に第二モードで立ち上げた時のＡＣ電
圧検知電圧Ｖａｃ（ｄｔｃ）が、
　　　Ｖａｃ（ｄｔｃ）＞Ｖａｃ（ｔｈ）
である。そのため、電源容量は少ないものの、第二モードでの立ち上げは可能であると判
断することができる。このとき、前回の第一モードでの立ち上げ時はラッシュ電流等によ
って電圧変動が大きくなっていたと推測される。
【００６６】
　図７の例では、図５の例における第一モードの後に第二モードで立ち上げた時のＡＣ電
圧検知電圧Ｖａｃ（ｄｔｃ）が、
　　　Ｖａｃ（ｄｔｃ）＜Ｖａｃ（ｔｈ）
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である。そのため、画像形成装置本体の起動時のラッシュ電流に関係なく、電源電圧降下
量が大きくなるため、画像形成装置の電源環境が良好でなく、電源容量が必要な容量より
も小さいと判断することができる。電源容量が動作保証範囲外であると通常の動作ができ
なくなる可能性があるため、画像形成装置本体の立ち上げを停止させる。
【００６７】
　上記の図６及び図７の例に示したように、第一モードと第二モードとの間に一旦、定着
付与電力Ｗｆを零にしている。このときには、第二モードにおいてラッシュ電流を再現さ
せる必要があるため、同時にリレーＲＬ１をオフさせなくてはならない。
【００６８】
　＜第一の実施の形態における処理＞
　次に、上述した第一の実施の形態における動作を実現するための具体的な処理について
、図８を参照して説明する。図８は、第一の実施の形態における処理を示すフローチャー
トである。この処理はＣＰＵ１０５により実行される。
【００６９】
　ユーザが画像形成装置上のスイッチを押すなどして、画像形成装置本体が起動されると
、ＣＰＵ１０５は、最初に立ち上げモードを判断する（ステップＳ６０２）。ＲＯＭ１１
１内に立ち上げモードが設定されており、その設定モードに従って本体起動を行う。
【００７０】
　立ち上げモード＝１の時は、第一モード、つまり通常の立ち上げ動作を行う（ステップ
Ｓ６０３）。この立ち上げ動作中において、ＣＰＵ１０５は、ＡＣ電圧検知部１０７によ
ってＡＣ電圧Ｖａｃ（ｄｔｃ）をモニタし、ＡＣ電圧Ｖａｃ（ｄｔｃ）が閾値Ｖａｃ（ｔ
ｈ）を下回らないかを判定する（ステップＳ６０４）。
【００７１】
　ＡＣ電圧Ｖａｃ（ｄｔｃ）のモニタは、画像形成装置本体がスタンバイ状態になるまで
行い（ステップＳ６０９）、スタンバイ状態になるまで
　　　Ｖａｃ（ｄｔｃ）＞Ｖａｃ（ｔｈ）
のままであった場合には、ＣＰＵ１０５は、第一モードによって立ち上げることができた
と判断する。即ち、電源容量が十分であり、画像形成装置は通常の起動ができたと判断す
る。
【００７２】
　そして、ＣＰＵ１０５は、ＲＯＭ１１１内の所定のレジスタに「立ち上げモード＝１」
というフラグを立て（ステップＳ６１２）、本体動作を継続する（ステップＳ６１６）。
ここで、「立ち上げモード＝１」というフラグを立てたので、前記ステップＳ６０２のＹ
ＥＳからステップＳ６０３へ移行するフローにより、次回の本体起動時においては第一モ
ードで電源を立ち上げることになる。
【００７３】
　一方、ステップＳ６０４において、
　　　Ｖａｃ（ｄｔｃ）＜Ｖａｃ（ｔｈ）
と検知された場合には、ＣＰＵ１０５は、一旦、リレーＲＬ１をオフして定着器への電源
を遮断する（ステップＳ６０５）。このとき、画像形成装置本体の電源はオフされない。
その後、再度、第二モードによって立ち上げる（ステップＳ６０６）。第二モードで立ち
上げ中においても、ＣＰＵ１０５は、前記モニタを画像形成装置本体がスタンバイ状態に
なるまで行う（ステップＳ６１０）。スタンバイ状態になるまで
　　　Ｖａｃ（ｄｔｃ）＞Ｖａｃ（ｔｈ）
であれば、電源容量は少ないものの、第二モードによって立ち上げ可能であると判断する
。そして、ＲＯＭ１１１内の所定レジスタに「立ち上げモード＝２」というフラグを立て
（ステップＳ６１１）、そのまま本体動作を継続する（ステップＳ６１３）。ここで、「
立ち上げモード＝２」というフラグを立てたので（データ保持処理）、前記ステップＳ６
０２のＮＯからステップＳ６０６へ移行するフローにより、次回の本体起動時においては
第二モードで電源を立ち上げることになる。
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【００７４】
　その後、本体動作は継続しているが、メンテナンスなどでサービスマンが画像形成装置
の状態を確認するときに「立ち上げモード＝２」であった場合は、装置の電源配線状態等
の電源環境を確認するなどして対策を行う。これによって、電源環境が改善した場合には
、サービスマンが立ち上げモードの設定変更を行うことができる。即ち、人手による操作
で操作表示部１４から「立ち上げモード＝２」を「立ち上げモード＝１」に変更する。Ｃ
ＰＵ１０５は、立ち上げモード＝１に変更されていることを判断したときには（ステップ
Ｓ６１４）、ＣＰＵ１０５は、次の処理を行う。即ち、次回の本体起動時において第一モ
ードで電源を立ち上げるべく、ＲＯＭ１１１内のレジスタのフラグを「立ち上げモード＝
１」に変更し（ステップＳ６１５）、本体動作を継続する（ステップＳ６１６）。なお、
操作表示部１４から「立ち上げモード＝２」を「立ち上げモード＝１」に変更する操作を
行うことにより、直接ＲＯＭ１１１内のレジスタのフラグが「立ち上げモード＝１」に変
更されるようにしても良い。
【００７５】
　また、電源環境が改善できなく、「立ち上げモード＝２」を「立ち上げモード＝１」に
変更しなかった場合は、そのままの「立ち上げモード＝２」のフラグ設定で本体動作を継
続することになる（ステップＳ６１６）。
【００７６】
　一方、第二モードで立ち上げた場合にも、
　　　Ｖａｃ（ｄｔｃ）＜Ｖａｃ（ｔｈ）
が検知された場合には（ステップＳ６０７）、電源容量が必要な容量よりも小さく、本体
の動作保証ができない（起動不能）と判断してステップＳ６０８へ進む。ステップＳ６０
８において、ＣＰＵ１０５は、ＲＯＭ１１１内のレジスタに「立ち上げモード＝２」を設
定し、同時に画像形成装置本体の動作を停止する。さらに、ＣＰＵ１０５は、ステップＳ
６１７において、操作表示部１４に「サービスマンに連絡してください」等のメッセージ
を出す。
【００７７】
　＜第一の実施の形態に係る利点＞
　（１）通常の第一モードで画像形成装置本体の起動を行った際に、突入電流により、電
源電圧が所定の閾値以下となる電圧降下が発生した場合には、次のような動作を行う。即
ち、一旦定着器へ付与する電力を零にし、再度、電力増加率が緩やかな第二モードによっ
て立ち上げる。これにより、画像形成装置の電源環境を次のように切り分けることができ
る。
【００７８】
　・電源容量は十分であり、本体は通常の起動が可能である
　・電源容量は少ないが、本体の動作可能な電力を印加することはできる
　・電源容量が小さく、本体の動作保証ができない
　このような電源環境の切り分けによって、トラブル時の原因追求が容易になるだけでな
く、画像形成装置の電源環境を正確に把握し、それぞれに対応した適切な動作を行うこと
が可能になる。例えば、電源容量は少ないが、本体の動作可能な電力を印加することはで
きると判断されるような電源環境においては、本体動作を停止せずに継続する。電源容量
が小さく本体の動作保証ができないと判断されるような電源環境が不適切な場合のみ、本
体動作を停止する。これにより、ダウンタイムの低減が可能になり、生産性が向上する。
さらに、電源環境が不適切な場合のみサービスマンコールが行われるようにしているので
、無用なサービスマンコールを回避することができる。
【００７９】
　（２）画像形成装置の起動時において、第一モードの後に第二モードで電源を立ち上げ
たときは、次回の起動時にも、電力増加率が緩やかな第二モードで電源を立ち上げるよう
にフラグ設定を行う。その結果、次回の装置起動時には、突入電流による急激な電圧降下
が発生しない。そのため、画像形成装置が、同じ電源コンセントから分岐して他の機種と
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電源を併用している場合などにおいて、画像形成装置の起動の度に他の機種に対して影響
を与えるといった問題を極力回避することができる。
【００８０】
　［第二の実施の形態］
　上記第一の実施の形態では、画像形成装置の電源電圧を監視して、起動時の電源電圧値
により電源の立ち上げ方法を切り替えるようにした。これに対して、第二の実施の形態で
は、画像形成装置の電源電流を監視して、起動時の電源電流値により電源の立ち上げ方法
を切り替えるようにする。
【００８１】
　＜第二の実施の形態における定着器の電力制御系＞
　図９は、第二の実施の形態における定着器の電力制御系の構成を示す回路図であり、図
２と共通の要素には同一の符号を付している。
【００８２】
　前述したとおり、ＡＣ電圧検知部１０７及びＩＨ電流検出部１０８で算出される電力に
従って定着ローラ３２に印加する電力の増減を行っている。画像形成装置の立ち上げ時な
どには、ＣＰＵ１０５の制御により誘導加熱電源１０１が、サーミスタ６８が温調温度に
達するまで定着ローラ３２に所定の電力を印加している。したがって、ＣＰＵ１０５は、
ＡＣ電圧検知部１０７の検出電圧が低下した場合には誘導加熱電源１０１の駆動電流を増
加し、該検出電圧が高い場合は前記駆動電流を減少させるような制御を行っている。
【００８３】
　画像形成装置の立ち上げ時に、供給可能な駆動電力を例えば１３００Ｗと固定にした場
合では、ＡＣの電圧によって所望の電力にならない。そのため、ＣＰＵ１０５は、共振制
御回路１０２から出力されるＰＷＭ信号の波形を調整して所望の電力が得られるように制
御する。しかしながら、電源容量が小さいと、ＡＣ電流の微小変化によって電圧が変動し
てしまうため、ＰＷＭ信号の波形の調整により電流値が増加して電源コンセントの定格電
流を超えてしまう可能性がある。電源容量が大きい場合では、ＡＣ電流の微小変化に影響
されずに電圧が安定している。
【００８４】
　このような観点から、本実施の形態では、画像形成装置のＡＣ電流を監視して、起動時
のＡＣ電流値により電源の立ち上げ方法を切り替えるようにする。ＡＣ電流の検出は、Ｉ
Ｈ電流検出部１０８によって行ってもよいが、本実施の形態では、図９に示すように、Ａ
Ｃ電流検出部（交流電流検知手段）１０９を用いて画像形成装置のＡＣ電圧入力部１００
のＡＣ電流を検出する。このようなＡＣ電流の検出方法により、電源コンセントの電源規
格によって閾値を決定することができ、誘導加熱電源１０１以外の電流の換算を行わなく
てよいため、制御が簡潔になる。
【００８５】
　したがって、本実施の形態では、図９に示すように、ＡＣ電圧入力部１００の電流を検
知するＡＣ電流検出部１０９の検出値をＣＰＵ１０５がモニタし、そのモニタ結果に基づ
いて誘導加熱電源１０１を制御する。
【００８６】
　以下、このような構成を前提に説明するが、誘導加熱電源１０１に流れ込む電流を検出
するＩＨ電流検出部１０８の検出値をモニタして制御を行っても構わない。
【００８７】
　＜第二の実施の形態における第一モード＞
　図１０は、第二の実施の形態における異常時の起動ＡＣ電流波形を示す波形図である。
即ち、電源容量が必要な容量よりも小さい時の第一モードの定着器付与電力Ｗｆ０とその
時のＡＣ電流検知部１０９における検出電流Ｉａｃを示している。なお、定着器付与電力
について図５と共通の要素には同一の符号を付し、その説明を省略する。
【００８８】
　ＡＣ電流の変化量は、誘導加熱電源１０１のＡＣリレーＲＬ１がオンされた時に、図示
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しないコンデンサ等への電流の流れ込みが生ずる時が一番大きくなる。その時の電流をＩ
ａｃ（ｄｔｃ）とする。また、画像形成装置の使用する電源コンセントの許容電流をＩａ
ｃ（ｍａｘ）とし、電源から供給される電流が流れ過ぎているか否かを判断する閾値をＩ
ａｃ（ｔｈ）とする。
【００８９】
　画像形成装置本体の電源立ち上げ時に本体に供給する電流は、定着器以外の本体負荷電
源１０６と、定着器への供給電源である誘導加熱電源１０１の２系統ある。しかし、立ち
上げ時間を短縮するため、本体負荷電源１０６では負荷の駆動は極力小さくしており、ほ
とんどが誘導加熱電源１０１で消費されることになる。そのため、閾値Ｉａｃ（ｔｈ）は
電源コンセント許容電流Ｉａｃ（ｍａｘ）よりも小さい値になる。
【００９０】
　ＡＣ電流検出部１０９によって検知されたＡＣ電流値はＣＰＵ１０５へ伝達され、ＣＰ
Ｕ１０５は、このＡＣ電流値に基づいて、誘導加熱電源１０１による電力制御を行ってい
る。画像形成装置の電源立ち上げの際には、電流を流した瞬間に突入電流（図１０中のＡ
点）が流れるため、電圧が降下する。この電圧降下を補正するため、ＣＰＵ１０５は、電
力制御により電流を上げる制御を行う（図１０中のＢ領域）。このとき、Ａ点及びＢ領域
においてＡＣ電流が閾値Ｉａｃ（ｔｈ）を超えた場合は、電源容量が小さい可能性がある
と判断し、定着器の駆動を一旦停止する。
【００９１】
　＜第二の実施の形態に係る第二モード＞
　次に、第一モードにおいて画像形成装置の立ち上げ動作を一旦停止した後、再度立ち上
げる第二モードについて、図１１を参照して説明する。
【００９２】
　図１１は、第二の実施の形態における第二モードでの立ち上げ波形を示す波形図である
。即ち、図１０で示した第一モードの後に第二モードで立ち上げた場合の定着器付与電力
Ｗｆとその時のＡＣ電流検知部１０９における検知電流値Ｉａｃを示したものである。
【００９３】
　本実施の形態における第二モードも上記第一の実施の形態と同様に、定着器付与電力Ｗ
ｆを、電力増加率が緩やかになるように例えばＷｆ１～Ｗｆ４の４段階で段階的に立ち上
げる。
【００９４】
　図１１の例では、第二モードで立ち上げた時のＡＣ電流検出部１０９の検知電流は、
　　　Ｉａｃ（ｄｔｃ）＜Ｉａｃ（ｔｈ）
であるため、第二モードでの立ち上げは可能である判断することができる。なお、図１１
の例における第一モードでの立ち上げ時は、突入電流等によって電圧変動が大きくなった
と推測される。
【００９５】
　ＡＣ電流検出部１０９の検知電流が
　　　Ｉａｃ（ｄｔｃ）＞Ｉａｃ（ｔｈ）
であった場合は、第二モードでの立ち上げに関わらず所定の閾値以上の電流が流れている
ため、電源容量が必要な容量よりも小さいと考えられる。電源容量が小さいとコピー時な
どで連続的に大電力を使用するときに、電源電圧が低下して本体動作が保証できなくなる
ため、本体の起動を停止する。そして、表示部１４に「サービスマンに連絡してください
」等のメッセージを出し、電源環境の点検を促す。
【００９６】
　＜第二の実施の形態における処理＞
次に、上述した第一の実施の形態における動作を実現するための具体的な処理について、
図１２を参照して説明する。図１２は、第二の実施の形態における処理を示すフローチャ
ートである。このフローチャートの処理はＣＰＵ１０５により実行される。
【００９７】
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　ステップＳ１００１からステップＳ１００３までの処理は、第一の実施の形態における
図８で説明したステップＳ６０１からステップＳ６０３までの処理とそれぞれ同じである
。
【００９８】
　ステップＳ１００３において、第一モードで立ち上げるが、この立ち上げ動作中に、Ａ
Ｃ電流検知部１０９によってＡＣ電流Ｉａｃ（ｄｔｃ）をモニタし、閾値Ｉａｃ（ｔｈ）
を超えないかどうかを検出する。画像形成装置本体がスタンバイ状態になるまで前記モニ
タを行い（ステップＳ１００９）、スタンバイ状態になるまで
　　Ｉａｃ（ｄｔｃ）＜Ｉａｃ（ｔｈ）
である場合には第一モードによって立ち上げることができたと判断する。そして、ＲＯＭ
１１１内の所定レジスタに「立ち上げモード＝１」というフラグを立て（ステップＳ１０
１２）、本体動作を継続する（ステップＳ１０１６）。
【００９９】
　一方、前記ステップＳ１００４において、
　　　Ｉａｃ（ｄｔｃ）＞Ｉａｃ（ｔｈ）
と判断された場合には、一旦、リレーＲＬ１をオフし（ステップＳ１００５）、再度第二
モードによって電源を立ち上げる（ステップＳ１００６）。
【０１００】
　第二モードで立ち上げ中においても、画像形成装置本体がスタンバイ状態になるまで前
記モニタし（ステップＳ１０１０）、スタンバイ状態になるまで
　　　Ｉａｃ（ｄｔｃ）＜Ｉａｃ（ｔｈ）
のままであれば、電源容量は少ないものの、第二モードによって立ち上げることが可能で
あると判断する。そして、ＲＯＭ１１１内のレジスタに「立ち上げモード＝２」というフ
ラグを立て（ステップＳ１０１１）、そのまま本体動作を継続する（Ｓ１０１３）。
【０１０１】
　その後、ステップＳ１０１４からステップＳ１０１６までの処理は、第一の実施の形態
における図８で説明したステップＳ６１４からステップＳ６１６までの処理とそれぞれ同
じである。
【０１０２】
　一方、第二モードで立ち上げた場合にも、
　　　Ｉａｃ（ｄｔｃ）＞Ｉａｃ（ｔｈ）
であることが検知された場合には（ステップＳ１００７）、電源容量が必要容量よりも小
さく、本体の動作保証ができないと判断してステップＳ１００８へ進む。ステップＳ１０
０８において、ＣＰＵ１０５は、ＲＯＭ１１１内のレジスタに「立ち上げモード＝２」を
設定し、同時に画像形成装置本体の動作を停止する。さらに、ＣＰＵ１０５は、ステップ
Ｓ１０１７において、表示部１４に「サービスマンに連絡してください」等のメッセージ
を出す。
【０１０３】
　＜第二の実施の形態に係る利点＞
　本実施の形態においても、上記第一の実施の形態と同等の利点を得ることができる。
【０１０４】
　なお、本発明の目的は、以下の処理を実行することによっても達成される。即ち、上述
した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記録した記憶媒体を、
システム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（またはＣＰＵや
ＭＰＵ等）が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出す処理である。
【０１０５】
　この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が前述した実施の形態の機
能を実現することになり、そのプログラムコード及び該プログラムコードを記憶した記憶
媒体は本発明を構成することになる。
【０１０６】
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　また、プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、次のものを用いることが
できる。例えば、フロッピー（登録商標）ディスク、ハードディスク、光磁気ディスク、
ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＤＶＤ－ＲＷ
、ＤＶＤ＋ＲＷ、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ等である。または、プロ
グラムコードをネットワークを介してダウンロードしてもよい。
【０１０７】
　また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、上記実施の
形態の機能が実現される場合も本発明に含まれる。加えて、そのプログラムコードの指示
に基づき、コンピュータ上で稼動しているＯＳ（オペレーティングシステム）等が実際の
処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場
合も含まれる。
【０１０８】
　更に、前述した実施形態の機能が以下の処理によって実現される場合も本発明に含まれ
る。即ち、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機
能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれ
る。その後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニ
ットに備わるＣＰＵ等が実際の処理の一部または全部を行う場合である。
【符号の説明】
【０１０９】
３２　定着ローラ
６８　サーミスタ
１００　ＡＣ電圧入力部
１０１　誘導加熱電源
１０５　ＣＰＵ
１０７　ＡＣ電圧検知部
１０９　ＡＣ電流検出部
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